
平成２９年第１１回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  平成２９年１２月１日（金） 午前９時 

２ 開催場所  三種町役場２階 第３会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、田村 明、川田 耕司、加賀谷 得子 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 腰丸 豊 

書 記 三浦 保、門間 淳子、近藤 一仁 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）議案第７０号 選挙人名簿に登録することについて 

 （２）議案第７１号 選挙人名簿から抹消することについて 

 （３）報告第２６号 登録の移替えをした者について 

 （４）報告第２７号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 （５）報告第２８号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

 （６）協議第 ２号 平成３０年執行の三種町長選挙及び三種町議会議員一 

般選挙の日程について 

 

 

午前８時５５分開会 

 

腰丸書記長  おはようございます。只今から平成２９年第１１回三種町選挙

管理委員会を開会致します。初めに委員長より御挨拶をいただき

ます。 

近藤委員長  はい。おはようございます。今日から師走ということでいくら

か雪も降りましたけれども、このあとますます寒さも厳しくなる

と思いますので、気をつけて風邪などひかないように過ごしてい

ただきたいと思います。それでは今日も審議の方よろしくお願い

致します。 

       本日の会議録署名委員の指名ということで、田村委員と加賀谷

委員にお願い致します。 

       それでは、案件に入ります。 

       「議案第７０号選挙人名簿に登録することについて」。事務局よ

り説明をお願い致します。 

門間書記   議案第７０号「選挙人名簿に登録することについて」。 

       公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を平成２９



年１２月１日付けで選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

       本日の選挙人名簿の登録につきましては、衆院選後の新有権者

と転入３カ月経過の登録となります。 

       まず、「１」の新有権者登録については、平成２９年１２月１日

までに満１８歳に達する方となります。生年月日が平成１１年１

０月２４日から平成１１年１２月２日までの方が対象で、人数は、

男９人、女１８人、計１７人となります。 

       次に、「２」の転入登録については、平成２９年９月１日以前よ

り引き続き三種町に居住し３ケ月を経過された方が対象となりま

す。転入日では、衆院選の選挙時登録以降、平成２９年７月１０

日から平成２９年９月１日までに転入された方が対象となります。

人数は、男２０人、女１６人、計３６人となります。 

       よって、新有権者と転入３カ月経過による本日の登録者総数は、

男２９人、女２４人、合計５３人となります。 

       対象者につきまして、別冊の名簿をご覧ください。 

       新有権者登録につきましては、１頁に、転入登録につきまして

は、２頁に記載しております。 

       議案第７０号の説明は、以上です。 

近藤委員長  はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

近藤委員長  皆さん、何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  無いようでございますが、議案第７０号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「意義ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第７０号を原案どおり決定する

ことと致します。 

近藤委員長  次に、議案第７１号「選挙人名簿から抹消することについて」。

事務局より説明の方お願いします。 

門間書記   はい。議案第７１号「選挙人名簿から抹消することについて」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成２９年１２



月１日付けで選挙人名簿から抹消する。 

       説明致します。 

       本日の抹消は、選挙時登録後、基準日１１月３０日までの死亡

と転出４カ月経過の抹消となります。 

       まず、「１」の死亡抹消者ですが、死亡の届出が平成２９年１０

月２１日から１１月３０日までとなり、男１６人、女１１人、計

２７人となります。 

       次に、「２」の転出抹消者ですが、今回は、平成２９年７月３１

日以前に三種町から転出した方が４カ月経過の対象で、転出日が、

平成２９年６月２２日から平成２９年７月３１日までの方が対象

となります。人数は、男１３人、女１２人、計２５人となります。 

       よって、本日の抹消者総数は、男２９人、女２３人、合計５２

人となっております。 

対象者につきましては、別冊名簿をご覧ください。３頁が死亡

抹消者、４頁が転出抹消となります。 

３頁の死亡抹消№１３の方ですが、死亡年月日が１０月１６日

となっています。今回の死亡抹消は１０月２１日以降の方を対象

としておりますが、こちらの方につきましては、死亡の届出が１

０月２１日以降に出されたために今回の抹消の対象となります。

４頁の転出抹消者№８の方について、異動日が平成２９年４月１

日となっておりますが、こちらも届出があったのが１１月１４日

でしたので今回の異動の対象となります。以上で、議案第７１号

の説明を終わります。 

近藤委員長  はい。それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ござい

ましたらお願いします。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

近藤委員長  珍しく、今回は登録者数が抹消者よりも多いですね。 

       何かありませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、議案第７１号を原案どおり決定してよろしいでしょ

うか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 



近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第７１号を原案どおり決定致し

ます。 

       続きまして、報告第２６号「登録の移替えをした者について」。

説明をお願いします。 

門間書記   はい。報告第２６号「登録の移替えをした者について」。 

       平成２９年１２月１日付けの定時登録に係る登録の移替えをし

た者は、別紙のとおりである。 

平成２９年９月２９日から平成２９年１１月３０日までの町内

転居により投票区の移替えをした者 

男９人 女１５人 合計２４人 

       登録の移替えについては、先の衆院選の入場券作成の際に９月

２９日以降の登録の移し替えを延期しておりましたので、今回９

月２９日以降の方が対象となります。別冊名簿の５頁から６頁に

記載しております。 

       説明は、以上です。 

近藤委員長  はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質

問等、お気づきの点ございましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認） 

 

   （「特にありません。」の声有り） 

近藤委員長  それでは、特に無いようですので、報告第２６号を原案どおり

承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、報告第２６号を原案どおり承認致し

ます。 

       続きまして、報告第２７号と報告第２８号につきましては、関

連性がございますので、一括上程と致します。 

       報告第２７号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」、 

報告第２８号「選挙権を有する者の３分の１の数について」、説明 

の方お願い致します。 

門間書記   はい。報告第２７号「選挙権を有する者の５０分の１の数につ 

いて」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は３０７である。 



       これにつきましては、下に記載の直接請求の必要署名数となっ

ております。この数の算定は、１２月定時登録の選挙人名簿登録

者数が基礎となりますので、４頁をご覧ください。 

       左から、前回衆院選選挙登録時の登録者数が、１５，３４６人

でした。これに対して、今回の抹消者数が５２人、登録者数が５

３人、差引きしました今回の名簿登録者数が１５，３４７人で、

選挙時登録から１人の増となっております。この１５，３４７人

の５０分の１の数が３０７となります。 

       続きまして、報告第１８号「選挙権を有する者の３分の１の数

について」。 

       地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は５，１１６

である。 

       これにつきましても、下に記載の直接請求に必要な署名数で、

今回の選挙人名簿登録者数１５，３４７の３分の１ですので５，

１１６となります。 

       以上で、報告第２７号と第２８号の説明を終わります。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、

お願い致します。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。ご質問等無いとのことですが、報告第２７号、第２８号

を原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いとのことですので、報告第２７号、第２８号を原案

どおり承認することと致します。 

近藤委員長  続きまして協議第２号「平成３０年執行の三種町長選挙及び三

種町議会議員一般選挙の日程について」。事務局より説明お願い致

します。 

三浦書記   はい。協議第２号「平成３０年執行の三種町長選挙及び三種町

議会議員一般選挙について」。 

内容について説明致します。 

 

       （以下、資料に基づき説明後、意見交換。） 

 



近藤委員長  では、この件については本日はこのくらいで終了とします。 

       それでは、その他について事務局からお願いします。 

門間書記   はい。それでは、私の方から１２頁の方で、今後の日程につい

てご説明致します。 

 

      （以下、資料に基づき説明。） 

       

近藤委員長  委員の皆さんから、他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、これで本日の委員会を終了致します。 

 

午前１０時１５分閉会 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   

 

      署名委員                   

 

      署名委員                   


